
 

 

 

 

１１月分                            №８ 

件 名  県庁舎の夜のライトアップの意義について 

受付日 令和 5 年１１月２７日 

ご意見・ご提案

の概要 

 県庁舎の夜のライトアップは必要なのか。イベント

などでするのはいいが、普段は必要ないと思う。県民

の税金を利用していることから見直しを検討してほし

い。 

県の考え方  ２０階の展望フロアの照明は、平日は１８時に消灯

しますが、ライトアップを実施する場合は、２２時ま

で点灯しております。 

 ライトアップでは、世界的なキャンペーンや国の啓

発活動などに呼応した色を点灯し、活動に関する県の

メッセージを発信しております。 

 遠方からも、東西南北どの方向からでも、明瞭に確

認することができるため、このライトアップによるメ

ッセージには、強い情報発信効果があると考えており

ます。 

 なお、これまでに実施したライトアップについて

は、県ホームページに概要を掲載しておりますので、

ご参照ください。 

＜岐阜県庁舎ライトアップについて＞

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/324407.html 
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